
１．

①

②
③

２．

① 交通事故発生件数の削減（当社が第一当事者）

② 重大人身事故発生０件（当社が第一当事者）

※自動車事故報告規則第２条に規定する交通事故（重大事故）の発生。

３．

① 安全管理体制の構築及び見直し
② 教育・訓練計画表の作成及びその計画に沿った実施
③ 適性診断の結果による個別指導の実施
④ ドライブレコーダー導入による社員教育
⑤ デジタコ導入による指導の強化
⑥ その他、安全装置等の導入

４．

現在はありません。

目標達成のための行動計画

行政処分

事業所名 東北クリーン運輸株式会社 代表者名 代表取締役　杉 原　眞 次

日付： 2021年5月31日

2020年度
5 件 3

2021年度削減目標
件

発生件数
1 件

削減件数
4 件

2020年度 2021年度削減目標 発生件数 削減件数
0 件 0 件 0 件 0 件

全従業員に対し、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底します。

安全管理体制が適切に運営され機能しているか定期的に見直しを図り、継続的改
善に努めます。

運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト
２０２１年度（2021.4.1～2022.3.31）

安全方針に基づく目標及び達成状況

安全方針

全従業員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという事を深く自覚させ、そ
の実現のため経営トップが主導的な役割を果たします。


